
北上市住宅用おひさまパワー活用設備設置費補助金・新築と既築の考え方
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新築住宅の新築・既築の考え方

新築 既築

・新築住宅への設置で、個人への引き渡しが完了して
いない段階での申請

・増築部分に設備を設置する場合の申請

・既築住宅の存在している屋根等へ設置

・建物が完成済みで、個人への引き渡しが完了した
状態で設置

※いずれも、設備の設置前の申請であること


